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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の座席に着座した乗員から発せられる熱雑音を受信するためのアンテナ素子を、
複数、平面状に配置してなるアンテナ装置と、
　前記複数のアンテナ素子による熱雑音の受信レベルから、前記座席に着座した乗員の姿
勢を認識する認識手段と、
　を備えたことを特徴とする着座状態検出装置。
【請求項２】
　前記アンテナ装置は、前記座席の着座部、背凭れ部、及び、ヘッドレストの少なくとも
一つに内蔵されていることを特徴とする請求項１に記載の着座状態検出装置。
【請求項３】
　前記アンテナ装置は、前記複数のアンテナ素子を可撓性基板に分散配置してなる平面ア
ンテナにて構成され、前記座席の乗員側表面生地と内部のクッション材との間に設けられ
ていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の着座状態検出装置。
【請求項４】
　前記認識手段にて認識された乗員の姿勢が予め設定された正常範囲内にあるか否かを判
定し、正常範囲内になければ、その旨を乗員又は外部装置に報知する姿勢判定手段を備え
たことを特徴とする請求項１～請求項３の何れか１項に記載の着座状態検出装置。
【請求項５】
　前記姿勢判定手段は、前記認識手段にて認識された乗員の姿勢が、前記座席に対し設け
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られたエアバッグを安全に起動させることのできる正常姿勢であるか否かを判定し、乗員
の姿勢が正常姿勢であれば、外部のエアバッグ制御装置に対しエアバッグの動作を許可す
る信号を送信し、乗員の姿勢が正常姿勢でなければ、エアバッグ制御装置に対しエアバッ
グの動作を禁止する信号を送信することを特徴とする請求項４に記載の着座状態検出装置
。
【請求項６】
　移動体に設けられ、当該移動体に乗った乗員の状態を監視する乗員監視システムであっ
て、
　監視対象となる乗員が着座する複数の座席に、請求項１～請求項５の何れか１項に記載
の着座状態検出装置を設け、
　当該移動体を運行する管理者の座席近傍に、前記管理者からの入力指令に従い、前記各
着座状態検出装置を構成する認識手段から乗員の認識結果を取得し、該取得結果を管理者
に報知する監視装置を設けたことを特徴とする移動体の乗員監視システム。
【請求項７】
　前記監視装置は、前記管理者からの入力指令に従い、前記各着座状態検出装置の認識手
段から取得した認識結果に基づき当該移動体に乗車した乗員の数を計測し、該計測結果を
管理者に報知可能であることを特徴とする請求項６に記載の移動体の乗員監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の移動体において、乗員の座席への着座状態を検出する着座状態検
出装置、及び、この着座状態検出装置を備えた移動体の乗員監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の着座状態検出装置としては、座席内部に圧力センサ（若しくは荷重セン
サ）を設け、このセンサにて、乗員が着座したときに座席に加わる圧力（荷重）を検出す
ることにより、乗員が着座したことを検出するように構成されたものが知られている。（
例えば、特許文献１、２等参照）。
【０００３】
　また、乗員の着座状態として、乗員の着座姿勢を検出する装置としては、光学式のカメ
ラ（具体的には、ＣＣＤカメラ、赤外線カメラ等）で座席周囲の画像を撮像し、その撮像
画像の中から乗員画像を抽出することで、着座姿勢を認識するよう構成されたものが知ら
れている（例えば、特許文献３，４等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２２１９７１号公報
【特許文献２】特開２００５－１８６８７８号公報
【特許文献３】特開２００１－２１３２６８号公報
【特許文献４】特開２００７－１９８９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記前者のように、着座状態検出装置を圧力センサ等にて構成し、乗員の着座
時に座席に加わる圧力や荷重を検出するようにした場合には、乗員が実際に着座したとき
と、座席に乗員以外の物体が載置されたときを区別することができないことから、座席に
物体が載置されたときに、乗員の着座を誤検出してしまうという問題がある。
【０００６】
　一方、上記後者のように、カメラで座席周囲の画像を撮像する場合には、その撮像画像
を解析することにより、座席の上に乗員が着座しているのか、物体が載置されているのか
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を識別することができるので、乗員の着座が誤検出されることはない。
【０００７】
　しかし、移動体の室内で、光学式のカメラを用いて、撮像画像から乗員を識別し得る鮮
明な画像を撮像するには、撮像対象となる座席周囲を照らす光源や、その光源の点灯制御
を行う制御装置が必要になることから、着座状態検出装置のコストアップを招くという問
題がある。
【０００８】
　また、乗員をカメラで撮像するには、カメラと乗員との間に光を遮蔽する遮蔽物（例え
ば、新聞、雑誌等）があると、乗員を正常に撮像することができなくなり、その撮像画像
から乗員の着座状態を判定することができなくなるという問題もある。
【０００９】
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、自動車等の移動体において、光学
式のカメラを用いることなく、乗員と他の物体とを識別して、乗員の着座状態を検出する
ことのできる着座状態検出装置、及び、この着座状態検出装置を備えた移動体の乗員監視
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる目的を達成するためになされた請求項１に記載の着座状態検出装置は、
　移動体の座席に着座した乗員から発せられる熱雑音を受信するためのアンテナ素子を、
複数、平面状に配置してなるアンテナ装置と、
　前記複数のアンテナ素子による熱雑音の受信レベルから、前記座席に着座した乗員の姿
勢を認識する認識手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また次に、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の着座状態検出装置において、前
記アンテナ装置は、前記座席の着座部、背凭れ部、及び、ヘッドレストの少なくとも一つ
に内蔵されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の着座状態検出装置にお
いて、前記アンテナ装置は、前記複数のアンテナ素子を可撓性基板に分散配置してなる平
面アンテナにて構成され、前記座席の乗員側表面生地と内部のクッション材との間に設け
られていることを特徴とする。
【００１４】
　また次に、請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３の何れか１項に記載の着座状
態検出装置において、前記認識手段にて認識された乗員の姿勢が予め設定された正常範囲
内にあるか否かを判定し、正常範囲内になければ、その旨を乗員又は外部装置に報知する
姿勢判定手段を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また更に、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の着座状態検出装置において、前
記姿勢判定手段は、前記認識手段にて認識された乗員の姿勢が、前記座席に対し設けられ
たエアバッグを安全に起動させることのできる正常姿勢であるか否かを判定し、乗員の姿
勢が正常姿勢であれば、外部のエアバッグ制御装置に対しエアバッグの動作を許可する信
号を送信し、乗員の姿勢が正常姿勢でなければ、エアバッグ制御装置に対しエアバッグの
動作を禁止する信号を送信することを特徴とする。
【００１６】
　一方、請求項６に記載の発明は、移動体に設けられ、当該移動体に乗った乗員の状態を
監視する乗員監視システムであって、監視対象となる乗員が着座する複数の座席に、請求
項１～請求項５の何れか１項に記載の着座状態検出装置を設け、当該移動体を運行する管
理者の座席近傍に、前記管理者からの入力指令に従い、前記各着座状態検出装置を構成す
る認識手段から乗員の認識結果を取得し、該取得結果を管理者に報知する監視装置を設け
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たことを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の移動体の乗員監視システムにおいて
、前記監視装置は、前記管理者からの入力指令に従い、前記各着座状態検出装置の認識手
段から取得した認識結果に基づき当該移動体に乗車した乗員の数を計測し、該計測結果を
管理者に報知可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に記載の着座状態検出装置によれば、乗員の座席への着座状態を検出するセン
サとして、座席に着座した乗員から発せられる熱雑音を受信するためのアンテナ素子を、
複数、平面状に配置（換言すれば２次元配置）してなるアンテナ装置（所謂平面アンテナ
）を備える。そして、認識手段が、このアンテナ装置を構成する複数のアンテナ素子によ
る熱雑音の受信レベルから、座席に着座した乗員の姿勢を認識する。
【００２０】
　つまり、温度を持つ人体から発生される熱雑音は、物体の熱雑音より大きいことから、
本発明では、この熱雑音をアンテナ素子にて受信し、その受信レベルを検出することで、
座席に着座した乗員を認識するのである。
【００２１】
　このため、本発明の着座状態検出装置によれば、着座状態認識用のセンサとして、圧力
センサや荷重センサを備えた従来装置のように、座席に物体が載置されたときに、乗員の
着座を誤認識してしまうようなことはなく、この従来装置に比べて、着座状態の検出精度
を向上できる。
【００２２】
　また、本発明の着座状態検出装置によれば、光学式のカメラで撮像した座席周囲の画像
から乗員の着座状態を認識するように構成された従来装置のように、撮像対象となる座席
周囲を照らす光源や、その光源の点灯制御を行う制御装置を設ける必要がないので、この
従来装置に対しては、製造コストを低減することができる。
【００２３】
　また、乗員との間に物体を光学的に遮蔽する遮蔽物があっても、その遮蔽物が熱雑音（
換言すれば高周波数の電磁波）を遮蔽するものでなければ、座席に着座した乗員を認識す
ることができるので、この従来装置に対しても、着座状態の検出精度を向上できる。
【００２５】
　また特に、本発明では、上記アンテナ素子を複数平面状に配置してなるアンテナ装置（
所謂平面アンテナ）を備えているので、各アンテナ素子を一画素とする２次元画像データ
を得ることができる。
　このため、本発明の着座状態検出装置によれば、このアンテナ装置を利用して、座席を
撮像することで、その撮像画像（換言すれば各画素の信号レベル）から、座席に乗員が着
座していることだけでなく、乗員の座席への着座姿勢についても認識することができる。
【００２６】
　そして、認識手段による認識結果は、例えば、乗員の着座姿勢が安全かどうかを判断し
て、安全でないときに警報を発するとか、あるいは、乗員の着座姿勢の周期的変化から乗
員の居眠りを検出して警報を発するというように、移動体における乗員の安全性を高める
ことに利用することができる。
【００２７】
　ところで、このように、所謂平面アンテナを構成するアンテナ装置を用いて、乗員の着
座姿勢を認識する場合、その認識精度を確保するには、アンテナ装置において隣接配置さ
れるアンテナ素子同士が乗員の同一箇所から放射された熱雑音を受信することのないよう
、各アンテナ素子の指向特性（ビーム）を鋭くする必要があるが、各アンテナ素子の指向
性（ビーム）を鋭くするには限界がある。
【００２８】
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　そこで、本発明の着座状態検出装置は、請求項２に記載のように、上記アンテナ装置を
、座席の着座部、背凭れ部、及び、ヘッドレストの少なくとも一つに内蔵するとよい。
【００２９】
　そして、このようにすれば、アンテナ装置を乗員に接近させて、各アンテナ素子の指向
性（ビーム）を低下させることができることから、各アンテナ素子の指向性（ビーム）を
鋭くするよりも、簡単且つ低コストで、着座姿勢の認識精度を向上することができる。
【００３０】
　つまり、乗員から発する熱雑音を複数のアンテナ素子で受信することにより乗員画像を
撮像する場合、各アンテナ素子の受信周波数は、画像を撮像できるように、マイクロ波帯
（具体的には、ＥＨＦ帯のミリメートル波（所謂ミリ波、周波数：３０ＧＨｚ～３００Ｇ
Ｈｚ）、若しくは、ＳＨＦ帯のセンチメートル波（順ミリ波、周波数３ＧＨｚ～３０ＧＨ
ｚ））にすればよいが、請求項２に記載の着座状態検出装置によれば、アンテナ素子とし
て、ミリ波に比べて指向性が低下するＳＨＦ帯用のアンテナ素子を用いることができるよ
うになり、アンテナ装置の製造コストを抑えることができる。
【００３１】
　また、熱雑音を受信可能なアンテナ素子としては、テーパードスロットアンテナが知ら
れているが、テーパードスロットアンテナは、アンテナ素子の長さ（電波の到来方向に沿
った奥行き）を電波の波長λの約４倍にする必要があり、アンテナ素子（延いては各アン
テナ素子を平面状に配置したアンテナアレー）の奥行きは、受信周波数をミリ波にしても
、数ｃｍとなってしまう。
【００３２】
　これに対し、請求項２に記載のエアバッグ用姿勢判定装置によれば、アンテナ素子の受
信周波数をミリ波よりも低いＳＨＦ帯にすることができるので、請求項３に記載のように
、アンテナ装置を、複数のアンテナ素子を可撓性基板に分散配置してなる平面アンテナに
て構成することができ、アンテナ装置の厚みを薄くすることができる。
【００３３】
　そして、この場合、請求項３に記載のように、アンテナ装置（平面アンテナ）を、座席
の乗員側表面生地と内部のクッション材との間に設けるようにすれば、各アンテナ素子を
、座席に着座した乗員に密着させることが可能となり、各アンテナ素子で得られる撮像画
像から、乗員の姿勢をより正確に認識することができるようになる。
【００３４】
　なお、請求項１～３に記載の着座状態検出装置のように、着座状態検出用のセンサとし
て、アンテナ素子を平面状に配置してなるアンテナ装置（平面アンテナ）を用いる場合、
アンテナ装置は、座席の着座部と、座席の背凭れ部及びヘッドレストの少なくとも一方と
の複数箇所に設けるとよい。
【００３５】
　つまり、このようにすれば、認識手段は、これら複数のアンテナ装置を用いて、座席の
着座部に乗っている乗員の臀部や太股の位置と、座席の背凭れ部やヘッドレストに乗って
いる乗員の背中や頭の位置を検出することができるようになり、これらの検出結果から、
乗員の着座姿勢をより正確に認識することができるようになる。
【００３６】
　また、請求項１～３に記載の着座状態検出装置においては、更に、請求項４に記載のよ
うに、認識手段にて認識された乗員の姿勢が予め設定された正常範囲内にあるか否かを判
定し、正常範囲内になければ、その旨を乗員又は外部装置に報知する姿勢判定手段を設け
るとよい。つまり、このようにすれば、乗員に対し、姿勢を正すように促し、移動体運行
時の安全性を高めることができる。
【００３７】
　そして、この姿勢判定手段は、請求項５に記載のように構成すれば、移動体の座席に設
けられたエアバッグが動作したときに、エアバッグの膨らみによって乗員が怪我をするの
を防止することができる。
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【００３８】
　一方、請求項６に記載の乗員監視システムによれば、例えば、バスや電車、客船や飛行
機等、乗客を乗せて運行する移動体において、乗客が座る座席を監視対象となる座席とし
て、これら各座席に請求項１～請求項５の何れか１項に記載の着座状態検出装置を設け、
当該移動体を運行する管理者（運転者や客室乗務員等）の座席近傍に監視装置を設けるよ
うにすることで、管理者が、自分の座席に居たまま、乗客の座席への着座状態を把握する
ことができるようになる。
　よって、本発明の乗員監視システムによれば、客を乗せる移動体において、乗客の乗降
状態や着座状態を監視するのに好適なシステムを提供できる。
　また特に、この乗員監視システムによれば、監視装置にて、各着座状態検出装置の認識
手段から、乗員が着座した座席における乗員の着座姿勢を取得し、その取得した着座姿勢
を管理者に報知することができるため、管理者は、乗員の着座姿勢を確認した上で、乗員
（特に乗客）に対し失礼のないよう、注意を促すことができる。
【００３９】
　なお、請求項６に記載の乗員監視システムにおいて、監視装置を、請求項７に記載のよ
うに、各着座状態検出装置の認識手段から取得した認識結果に基づき当該移動体に乗車し
た乗員の数を計測して、管理者に報知できるように構成すれば、例えば、観光バス等で出
発前に乗員の人数を簡単に確認することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】第１実施形態の姿勢判定装置全体の構成を表すブロック図である。
【図２】座席内への平面アンテナの配置状態を表す説明図である。
【図３】アンテナ素子を基板に形成した平面アンテナの構成を表す説明図である。
【図４】平面アンテナの回路構成を表すブロック図である。
【図５】姿勢判定装置にて実行される姿勢判定処理を表すフローチャートである。
【図６】座席に正常姿勢で着座している乗員及びその認識状態を説明する説明図である。
【図７】チャイルドシートが後ろ向きに取り付けられた状態を説明する説明図である。
【図８】第２実施形態の乗員監視システムが搭載されたバスの概略構成を表す説明図であ
る。
【図９】図９のバスに設けられた検出装置と監視装置の構成を表すブロック図である。
【図１０】図９に示した検出装置及び監視装置で実行される乗車人数確認処理及び乗員有
無判定処理を表すフローチャートである。
【図１１】図９に示した検出装置及び監視装置で実行される着座姿勢確認処理及び姿勢判
定処理を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
［第１実施形態］
　図１は、本発明が適用された第１実施形態のエアバッグ用姿勢判定装置全体の構成を表
すブロック図である。
【００４３】
　本実施形態のエアバッグ用姿勢判定装置（以下単に姿勢判定装置という）２０は、自動
車の座席毎に設けられ、その座席に着座した乗員を、その乗員から発せられる熱雑音を受
信することにより撮像することで、乗員の姿勢を認識し、その認識結果から、乗員が、エ
アバッグを安全に起動させることのできる正常姿勢で着座しているか否かを判定して、乗
員が正常姿勢で着座しているときに、エアバッグの動作を許可するためのものであり、Ｃ
ＰＵ２２、ＲＯＭ２４、ＲＡＭ２６等からなるマイクロコンピュータを中心に構成されて
いる。
【００４４】
　また、姿勢判定装置２０には、乗員を撮像するために設けられた３つのアンテナ装置（
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第１アンテナ１２、第２アンテナ１４、第３アンテナ１６）をそれぞれ動作させるための
アンテナ制御部２８、これら各アンテナ１２、１４、１６からの出力をＡ／Ｄ変換して取
り込む入力部３０、この入力部３０を介して入力されたデータを画像データとして保存す
るための画像メモリ３２、及び、車内ＬＡＮ（詳しくは通信線若しくは無線通信回線）に
接続された通信部３４、が設けられている。
【００４５】
　なお、通信部３４は、車内ＬＡＮを介して、自動車に搭載されたエアバッグ制御装置６
０、エンジン制御装置６２、警報装置６４等の各種電子機器との間で通信を行うためのも
のである。
【００４６】
　図２に示すように、上記３つのアンテナ１２、１４、１６の内、第１アンテナ１２は、
座席２の着座部４に設けられ、第２アンテナ１４は、座席２の背凭れ部６に設けられ、第
３アンテナ１６は、座席２のヘッドレスト８に設けられている。
【００４７】
　つまり、これら各アンテナ１２、１４、１６は、図３に示すように、可撓性を有する多
層基板５０の表面に２次元配置され、パッチアンテナを構成する複数のアンテナ素子１０
と、多層基板５０の裏面に積層された導体からなり、各アンテナ素子１０に対し反射面と
なる接地面５２と、により、変形可能な平面アンテナとして構成されている。
【００４８】
　そして、各アンテナ１２、１４、１６は、座席２の着座部４、背凭れ部６、及び、ヘッ
ドレスト８において、乗員側表面生地と内部のクッション材との間に設けられている。ま
た、第１アンテナ１２は、着座部４の背凭れ部６とは反対側の先端部分に上面から先端面
にかけて湾曲した状態で配置されている。
【００４９】
　可撓性を有する多層基板５０としては、フッ素、ポリイミド、ＰＥＴ、ポリエステル、
ＰＰＥ等からなる多層基板を利用できる。また、座席２内部の中央部にアンテナ１２、１
４、１６を配置する場合には、アンテナ１２、１４、１６を変形可能に構成する必要はな
いので、多層基板５０として、セラミックスあるいはガラスエポキシ等からなる硬質の多
層基板を利用できる。
【００５０】
　また次に、図３（ｂ）に示すように、上記各アンテナ１２、１４、１６を構成する多層
基板５０において、多層基板５０の裏面及び中間層（図示せず）には、出力ライン５４、
電源ライン５６、切換信号ライン５８が適宜形成されており、更に、多層基板５０の裏面
には、アンテナ素子１０毎にＩＣ６０が実装されている。
【００５１】
　このＩＣ６０は、図４に示すローノイズアンプ（ＬＮＡ）４２、バンドパスフィルタ（
ＢＰＦ）４３、セレクタ４４を内蔵した集積回路であり、受信信号入力用の端子がスルー
ホール１０ａを介してアンテナ素子１０に接続されると共に、受信信号出力用の端子が出
力ライン５４に接続され、電源供給用の端子が電源ライン５６に接続され、切換信号入力
用の端子が切換信号ライン５８に接続されている。
【００５２】
　なお、各アンテナ１２、１４、１６を構成する多層基板５０には、出力ライン５４、電
源ライン５６、及び切換信号ライン５８を外部に引き出すための端子部５９が設けられて
おり、この端子部５９を介して、図４に示す検波器４５及び信号処理部４６が接続される
。
【００５３】
　次に、各アンテナ素子１０に設けられたＩＣ６０内では、アンテナ素子１０からの受信
信号がＬＮＡ４２で増幅され、ＢＰＦ４３にて不要な信号成分が除去され、乗員画像撮像
用の所定周波数帯（本実施形態ではＳＨＦ帯）の受信信号のみがセレクタ４４に入力され
る。
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【００５４】
　図４に示すように、セレクタ４４には、信号処理部４６から切換信号ライン５８を介し
て切換信号が入力され、この切換信号により複数のアンテナ素子１０の一つが選択されて
、その選択されたアンテナ素子１０からの受信信号が、セレクタ４４から出力ライン５４
を介して検波器４５に出力される。
【００５５】
　検波器４５は、受信信号を検波することにより、その電圧レベルを表す検出信号を発生
する。すると信号処理部４６は、その検出信号を姿勢判定装置２０の入力部３０に出力す
る。
【００５６】
　また、信号処理部４６は、姿勢判定装置２０のアンテナ制御部２８から入力された制御
信号に従い、電源電圧を、電源ライン５６を介して各ＩＣ６０（換言すればＩＣ６０内の
ＬＮＡ４２及びセレクタ４４）に供給すると共に、各ＩＣ６０内のセレクタ４４に切換信
号を出力することで、各ＩＣ６０から検波器４５に順次各アンテナ素子１０の受信信号を
出力させ、それに対応して検波器４５から出力される検出信号を順次姿勢判定装置２０の
入力部３０へと出力する。
【００５７】
　なお、アンテナ１２、１４、１６には、アンテナ素子１０の温度を検出する温度センサ
４８が設けられており、この温度センサ４８からの検出信号も、信号処理部４６から姿勢
判定装置２０の入力部３０へ出力される。
【００５８】
　次に、図５は、姿勢判定装置２０のＣＰＵ２２にて一定時間毎に繰り返し実行される姿
勢判定処理を表すフローチャートである。
　図５に示すように、この処理が開始されると、まずＳ１１０（Ｓはステップを表す）に
て、エンジン制御装置６２からイグニッションスイッチ（ＩＧＳＷ）の状態を取得し、現
在ＩＧＳＷがオン状態であるか否か（つまり、現在自動車のエンジンは運転中であるか否
か）を判断する。
【００５９】
　そして、ＩＧＳＷがオフ状態で、エンジンが停止している場合には、そのまま当該処理
を終了し、ＩＧＳＷがオン状態で、エンジン運転中であれば、Ｓ１２０に移行して、第１
アンテナ１２から画像データを取得する。
【００６０】
　すなわち、Ｓ１２０では、アンテナ制御部２８を介して第１アンテナ１２の信号処理部
４６に制御信号を出力することにより、第１アンテナ１２を構成している各アンテナ素子
１０からの受信信号の信号レベルを順次取り込み、その取り込んだ信号レベルを画像メモ
リ３２に順に格納することで、第１アンテナ１２で得られた着座部４の画像データを記憶
する。
【００６１】
　次に、Ｓ１２０にて、第１アンテナ１２から画像データを取得すると、今度は、Ｓ１３
０に移行して、第１アンテナ１２に設けられた温度センサ４８から第１アンテナ１２の温
度を取得し、続くＳ１４０にて、その取得したアンテナ温度に基づき、画像メモリ３２に
格納した画像データを補正する。
【００６２】
　つまり、アンテナ素子１０にて受信される乗員からの熱雑音は、アンテナ素子１０の温
度によって変化することから、Ｓ１４０にて、アンテナ温度と予め設定された基準温度と
のずれに基づき、画像データを構成する各画素値（つまり検波器４５による各アンテナ素
子１０の検波電圧）を補正するのである。
【００６３】
　そして、Ｓ１４０にて、第１アンテナ１２で得られた画像データの補正が完了すると、
Ｓ１５０にて、その補整後の画像データの中から、乗員の２本の足を識別する。
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　つまり、図６に示すように、座席２に対し、乗員が正しい姿勢で着座している場合には
、第１アンテナ１２により得られる画像には、２本の足が写っており、しかも、乗員が大
人であっても、座席２の上に前向きに設置されたチャイルドシート７０上の幼児であって
も、足の長さが異なるだけで、２本の足は写る。
【００６４】
　これに対し、乗員が座席２に対して斜めに座っていたり、図７に例示するように、チャ
イルドシート７０を後ろ向きに設置して幼児を座らせている場合には、第１アンテナ１２
により２本の足が所定の向きで撮像されることはない。
【００６５】
　そこで、Ｓ１４０では、乗員の着座状態を確認するため、第１アンテナ１２で得られた
画像データを処理することで、乗員の２本の足が写っているか否かを識別するのである。
　そして、続くＳ１６０では、Ｓ１５０の処理によって２本の足を識別できたか否かを判
断し、２本の足を識別できていなければ、Ｓ２２０に移行して、エアバッグ制御装置６０
に対し、エアバッグの動作禁止指令を出力することにより、エアバッグの動作を停止させ
る。
【００６６】
　一方、Ｓ１６０にて、第１アンテナ１２で得られた画像データに基づき、２本の足を識
別できたと判断すると、今度は、Ｓ１７０、Ｓ１８０、Ｓ１９０にて、上記Ｓ１２０～Ｓ
１４０と同様の手順で、座席２の背凭れ部６に設けられた第２アンテナ１４から画像デー
タを取得し、温度補正する。
【００６７】
　そして、Ｓ２００では、第２アンテナ１４を介して得られた背凭れ部６の画像データに
基づき、乗員の肩幅を認識し、Ｓ２１０にて、肩幅の中心が左右に大きくずれていないか
否かを判断することで、乗員が背凭れ部６に対し略まっすぐに着座しているか否かを判断
する。
【００６８】
　そして、Ｓ２１０にて、肩幅の中心が座席２の略中心にあり、乗員が正常に着座してい
ると判断すると、Ｓ２５０に移行し、そうでなければ、Ｓ２２０に移行して、エアバッグ
制御装置６０に対し、エアバッグの動作禁止指令を出力することにより、エアバッグの動
作を停止させる。
【００６９】
　また、Ｓ２２０にて、エアバッグの動作禁止指令を出力した後は、Ｓ２３０にて、第１
アンテナ１２若しくは第２アンテナ１４を介して取得した画像データに基づき、座席２に
乗員が着座しているか否かを判断する。
【００７０】
　つまり、座席２に乗員が着座していれば、第１、第２アンテナ１２、１４で、乗員の一
部が撮像されている筈であるので、ここでは、その画像データに基づき、座席２に乗員が
着座しているか否かを判断して、着座していなければ、そのまま当該処理を一旦終了し、
逆に、座席２に乗員が着座していれば、Ｓ２４０に移行する。
【００７１】
　そして、Ｓ２４０では、警報装置６４に対し、当該座席に着座している乗員の姿勢が悪
いのでエアバッグの動作を停止させた旨を表す警報を発生させ、当該処理を一旦終了する
。なお、この警報は、音声による案内でもよく、警報ランプの点灯でもよく、あるいは、
その両方でもよい。
【００７２】
　一方、Ｓ２５０、Ｓ２６０、Ｓ２７０では、上記Ｓ１２０～Ｓ１４０と同様の手順で、
座席２のヘッドレスト８に設けられた第３アンテナ１６から画像データを取得し、温度補
正する。
【００７３】
　そして、Ｓ２８０では、第３アンテナ１６を介して得られたヘッドレスト８の画像デー
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タに基づき、乗員の頭を認識し、続くＳ２９０にて、その認識結果と、Ｓ２００にて認識
した乗員の肩幅等に基づき、乗員の体格や着座状態（具体的にはチャイルドシート等の有
無）を認識し、Ｓ３００にて、その認識結果をエアバッグ制御装置６０に送信し、当該処
理を一旦終了する。
【００７４】
　以上説明したように、本実施形態の姿勢判定装置２０によれば、座席２に着座した乗員
の画像を、座席２の着座部４、背凭れ部６に設けた第１、第２アンテナ１２、１４を介し
て撮像し、その撮像画像から、乗員の姿勢が、エアバッグを安全に動作させることができ
る正常姿勢であるか否かを判断する（Ｓ１１０～Ｓ２１０）。
【００７５】
　このため、本実施形態の姿勢判定装置２０によれば、カメラを使って乗員の姿勢を監視
する従来装置のように乗員を撮像するのに光源を用いる必要がなく、また、乗員との間に
遮蔽物があっても、座席に着座した乗員を撮像して、その姿勢を認識することができるよ
うになる。
【００７６】
　また、本実施形態では、乗員の姿勢が正常姿勢でないと判断すると、エアバッグの動作
を停止させるだけでなく、座席２に着座した乗員に対し警報を発する（Ｓ２２０～Ｓ２４
０）ことから、乗員に対し姿勢を正すように促し、エアバッグの動作を停止させる頻度を
低くして、車両走行時の安全性を高めることができる。
【００７７】
　また更に、本実施形態では、乗員の姿勢が正常姿勢であると判断した場合には、第３ア
ンテナ１６を介してヘッドレスト８の画像データを取得して乗員の頭を認識し、その認識
結果と肩幅の認識結果とに基づき、乗員の体格や着座状態（具体的にはチャイルドシート
等の有無）を認識して、認識結果をエアバッグ制御装置６０に送信する（Ｓ２５０～Ｓ３
００）。
【００７８】
　このため、本実施形態の姿勢判定装置２０によれば、エアバッグ制御装置６０に対し、
乗員の体格や着座状態に応じてエアバッグを制御させることができ、より安全性を向上す
ることができる。
【００７９】
　なお、本実施形態のエアバッグ用姿勢判定装置は、本発明（特に請求項６に記載）の着
座状態検出装置に対応するものであり、第１～第３アンテナ１２、１４、１６が、本発明
のアンテナ装置に相当し、図５の姿勢判定処理におけるＳ１２０～Ｓ１５０、Ｓ１７０～
２００、Ｓ２５０～Ｓ２９０の処理が、本発明の認識手段に相当し、Ｓ１６０、Ｓ２１０
～Ｓ２４０、Ｓ３００の処理が、本発明の姿勢判定手段に相当する。
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について、図８～図１１を用いて説明する。
【００８０】
　本実施形態は、請求項７～９に記載の乗員監視システムをバス７２に適用したものであ
り、図８に示すように、バス７２において監視対象となる複数の乗客用の座席（図では４
５個）７６にそれぞれ設けられた複数の着座状態検出装置６６と、バス７２の管理者であ
る運転者の座席（つまり運転席）前方に設けられた監視装置８０と、から構成されている
。
【００８１】
　ここで、着座状態検出装置６６は、図９（ａ）に示すように、座席７６の着座部及び背
凭れ部にそれぞれ設けられた第１アンテナ１２及び第２アンテナ１４と、判定装置６８と
を備える。この着座状態検出装置６６は、第１実施形態のエアバッグ用姿勢判定装置から
第３アンテナ１６を削除した構成となっており、判定装置６８は図１に示す姿勢判定装置
２０と同様に構成されている。
【００８２】
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　また、監視装置８０は、図９（ｂ）に示すように、運転者が運転席７４から操作できる
ように配置された操作入力用の入力装置８２と、運転者に各種情報を通知するための液晶
ディスプレイ等からなる表示装置８４と、着座状態検出装置６６から取得した各種情報を
記憶しておくためのシリコンディスク、ハードディスク等からなる記憶装置８６と、制御
装置８８とから構成されている。
【００８３】
　そして、この制御装置８８は、ＣＰＵ９０、ＲＯＭ９２、ＲＡＭ９４、及び、通信部９
６を中心とするマイクロコンピュータにて構成されており、上述の入力装置８２、表示装
置８４、及び記憶装置８６とは、インターフェイスである入・出力部９８を介して接続さ
れている。
【００８４】
　また、制御装置８８の通信部９６は、車内ＬＡＮ（詳しくは通信線若しくは無線通信回
線）を介して、各座席７６に設けられた着座状態検出装置６６（詳しくは判定装置６８内
の通信部３４）とデータ通信可能に接続されている。
【００８５】
　このため、監視装置８０は、各座席７６に設けられた複数（図では４５個）の着座状態
検出装置６６（詳しくは６６－１、６６－２、…６６－４５）から、各座席７６への乗客
の着座状態を表す情報を取得し、その取得結果を、表示装置８４を介して運転者に通知す
ることができる。
【００８６】
　以下、このように構成された本実施形態の監視装置８０及び各検出装置６６において、
乗客監視のために実行される制御処理について説明する。
　まず図１０は、運転者が監視装置８０の入力装置８２を操作することにより、乗車人数
確認指令を入力した際に、監視装置８０の制御装置８８（詳しくはＣＰＵ９０）にて実行
される乗車人数確認処理、及び、その乗車人数確認処理の実行時に監視装置８０の制御装
置８８（詳しくは通信部９６）から要求を受けて着座状態検出装置６６の判定装置６８（
詳しくはＣＰＵ２２）が実行する乗員有無判定処理を表している。
【００８７】
　図１０に示すように、監視装置８０側で、運転者からの乗車人数確認指令により乗車人
数確認処理が起動されると、まず、Ｓ４００にて、以降の処理で座席番号をカウントする
のに用いられるカウンタＮの値と、乗車人数をカウントするのに用いられるカウンタＮの
値を、それぞれ初期値：０に設定する、初期化処理が実行される。
【００８８】
　そして、続くＳ４１０では、座席番号のカウンタＮをインクリメント（＋１）し、続く
Ｓ４２０にて、そのインクリメントしたカウンタＮの値に対応するＮ番座席７６－Ｎの着
座状態検出装置６６－Ｎに対し、通信部９６から車内ＬＡＮを介して問い合わせ信号を送
信することにより、Ｎ番座席７６－Ｎでの乗員の着座状態（詳しくは乗客が座っているか
否か）を問い合わせる。
【００８９】
　一方、監視装置８０から問い合わせ信号が送信されたＮ番座席７６－Ｎの着座状態検出
装置６６－Ｎ側では、その問い合わせ信号を判定装置６８内の通信部３４が受信し、判定
装置６８（詳しくはＣＰＵ２２）に対し、乗員有無判定処理を起動させる。
【００９０】
　そして、判定装置６８にて乗員有無判定処理が起動されると、まずＳ５００にて、アン
テナ制御部２８を介して第１アンテナ１２の信号処理部４６に制御信号を出力することに
より、第１アンテナ１２を構成している各アンテナ素子１０からの受信信号の信号レベル
を順次取り込み、その取り込んだ信号レベルを画像メモリ３２に順に格納することで、第
１アンテナ１２で得られたＮ番座席７６－Ｎの着座部４の画像データを記憶する。
【００９１】
　また、続くＳ５１０では、第１アンテナ１２に設けられた温度センサ４８から第１アン
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テナ１２の温度を取得し、続くＳ５２０にて、その取得したアンテナ温度に基づき、画像
メモリ３２に格納した画像データを補正する。なお、このＳ５１０，Ｓ５２０の処理は、
上述した図５のＳ１２０，Ｓ１３０の処理と同じである。
【００９２】
　そして、Ｓ５２０にて、第１アンテナ１２で得られた画像データの補正が完了すると、
続くＳ５３０にて、その補整後の画像データに基づき、Ｎ番座席７６－Ｎに人が座ってい
るか否かを判定し、続くＳ５４０にて、その判定結果を通信部３４から車内ＬＡＮを介し
て監視装置８０に送信する。
【００９３】
　なお、この乗員有無判定処理では、乗員の着座姿勢を判定する必要はなく、座席７６に
人が座っているか否かを判定するだけでよいことから、本実施形態では、上記Ｓ５００～
Ｓ５３０の処理にて、第１アンテナ１２から座席７６の着座部４の画像データを取得し、
その画像データから人が座っているか否かを判断するようにしている。
【００９４】
　しかし、こうした着座有無の判断は、人が発する熱雑音が第１アンテナ１２で受信され
ているか否かを判断すればよいので、必ずしも第１アンテナ１２から全画像データを取得
する必要はなく、第１アンテナ１２を構成する一部（若しくは一つ）のアンテナ素子１０
から受信信号を取得して、着座有無を判定するようにしてもよい。
【００９５】
　そして、判定装置６８において、Ｓ５４０にて判定結果を送信した後は、乗員有無判定
処理を終了し、監視装置８０からの要求を待つ待機状態に移行する。
　このように、監視装置８０側で、Ｓ４２０の処理にてＮ番座席への着座状態の問い合わ
せを行うと、その後、Ｎ番座席の着座状態検出装置６６－ＮがＮ番座席に乗員（乗客）が
着座しているかどうかを判定して、その判定結果を監視装置８０に返信する。
【００９６】
　このため、監視装置８０側でＳ４２０の処理を実行した後は、Ｓ４３０に移行して、Ｎ
番座席の着座状態検出装置６６－Ｎから判定結果を取得し、続くＳ４４０にて、その判定
結果から、Ｎ番座席７６－Ｎに乗員が着座しているか否かを判断する。
【００９７】
　そして、Ｓ４４０にて、乗員が着座していると判断されると、Ｓ４５０にて、乗車人数
カウント用のカウンタＭをインクリメント（＋１）することで乗車人数をカウントアップ
し、続くＳ４６０にて座席番号Ｎを着座座席として記憶する。
【００９８】
　Ｓ４６０にて座席番号Ｎを記憶するか、Ｓ４４０にて乗員は着座していないと判断され
ると、Ｓ４７０に移行して、座席番号カウント用のカウンタＮの値は、乗客用の全座席数
Ｎｍａｘ（本実施形態では４５）に達しているか否かを判断する。
【００９９】
　そして、カウンタＮの値が全座席数Ｎｍａｘに達していなければ、次の座席番号（Ｎ＋
１）の座席に乗客が座っているか否かを確認するため、Ｓ４１０に移行し、カウンタＮの
値が全座席数Ｎｍａｘに達していれば、全座席に対し着座確認が終了したと判断して、Ｓ
４８０に移行し、乗車人数カウント用のカウンタＭの値を、バスに乗車している乗客の数
（つまり乗車人数）Ｍとして記憶装置８６に記憶すると共に、表示装置８４に乗車人数Ｍ
を表示し、当該乗車人数確認処理を終了する。
【０１００】
　このように、本実施形態の乗員監視システムによれば、運転者が監視装置８０の入力装
置８２を操作して乗車人数確認指令を入力すれば、監視装置８０が、各座席７６の着座状
態検出装置６６から乗客が着座しているか否かを表す着座情報（つまり着座有無の判定結
果）を取得し、その取得した着座情報からバス７２に乗車している乗客の数をカウントす
る。
【０１０１】
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　そして、そのカウント結果（乗車人数Ｍ）は、表示装置８４に表示されることから、運
転者は、表示装置８４の表示画面から、乗客の乗車人数Ｍを簡単に確認することができ、
例えば、バス７２の出発前に乗車していない乗客がいないかどうかを確認することができ
るようになる。
【０１０２】
　次に図１１は、運転者が監視装置８０の入力装置８２を操作することにより、着座姿勢
監視指令を入力した際に、監視装置８０の制御装置８８（詳しくはＣＰＵ９０）にて実行
される着座姿勢監視処理、その着座姿勢監視処理の実行時に監視装置８０の制御装置８８
（詳しくは通信部９６）から要求を受けて着座状態検出装置６６の判定装置６８（詳しく
はＣＰＵ２２）が実行する姿勢判定処理、及び、監視装置８０において着座姿勢監視処理
の実行中に運転者から画像確認指令が入力された際に実行される座席画像表示処理、を表
している。
【０１０３】
　図１１に示すように、監視装置８０側で、運転者からの着座姿勢監視指令により着座姿
勢監視処理が起動されると、まず、Ｓ６００にて、乗客が座っている着座座席の着座状態
検出装置６６に対し、着座姿勢判定指令を送信する。なお、着座座席は、図１０に示した
乗車人数確認処理で記憶装置８６に記憶された着座座席の座席番号Ｎにより識別する。
【０１０４】
　すると、着座座席の着座状態検出装置６６側では、通信部３４が、監視装置８０からの
着座姿勢判定指令を受信し、判定装置６８（詳しくはＣＰＵ２２）に対し、姿勢判定処理
を起動させる。
【０１０５】
　この姿勢判定処理は、起動後、判定装置６８において、一定時間毎に実行される処理で
あり、この処理が起動されると、まずＳ７００にて、アンテナ制御部２８を介して第１ア
ンテナ１２及び第２アンテナ１４から画像データを取得して、画像メモリ３２に記憶する
。
【０１０６】
　そして、続くＳ７１０では、第１アンテナ１２及び第２アンテナ１４に設けられた温度
センサ４８から第１アンテナ１２及び第２アンテナ１４の温度をそれぞれ取得し、続くＳ
７２０にて、その取得した各アンテナ１２，１４のアンテナ温度に基づき、画像メモリ３
２に格納した各アンテナ１２，１４からの画像データを補正する。
【０１０７】
　このＳ７００～Ｓ７２０の処理は、座席７６の着座部４及び背凭れ部６から見た乗員の
画像データを生成するための処理であり、上述した図５のＳ１２０～Ｓ１４０及びＳ１７
０～Ｓ１９０の処理と同じである。
【０１０８】
　次にＳ７３０では、Ｓ７２０で得られた着座部４及び背凭れ部６での乗員の画像データ
に基づき、例えば、着座部４に乗員の臀部や太股が存在し、且つ、背凭れ部６に乗員の背
中が存在するかを判断することにより、座席７６に対し乗客は正しい姿勢（例えば、まっ
すぐ前向き）で座っているか否かを判断する。
【０１０９】
　そして、Ｓ７３０にて、乗客は正しい姿勢で座っている（着座姿勢正常）と判断された
際には、当該姿勢判定処理を一定時間後の起動タイミングまで一旦終了し、逆に、Ｓ７３
０にて、乗客の着座姿勢は異常であると判断された際には、Ｓ７４０に移行して、着座姿
勢の異常を判定した回数（異常判定回数）は、所定の閾値（複数回）に達したか否か（換
言すれば着座姿勢が異常な状態が閾値で決まる所定時間以上継続したか否か）を判断する
。
【０１１０】
　そして、異常判定回数が所定の閾値に達していなければ、当該姿勢判定処理を一旦終了
し、逆に、異常判定回数が所定の閾値に達していれば、Ｓ７５０に移行し、着座姿勢の異
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常を表す情報にＳ７２０にて補正した乗員の画像データ（着座部４及び背凭れ部６での画
像データ）を付与した着座姿勢異常信号を監視装置８０に送信し、当該姿勢判定処理を一
旦終了する。
【０１１１】
　このように、Ｓ６００の処理にて、監視装置８０側から着座座席の着座状態検出装置６
６に対し、着座姿勢判定指令を送信すると、着座状態検出装置６６側では、姿勢判定処理
を繰り返し実行することにより、座席７６への着座姿勢が正常か否かを監視し、所定期間
以上着座姿勢の異常状態が継続すると、その旨を監視装置８０に通知する。
【０１１２】
　このため、監視装置８０側でＳ６００の処理を実行した後は、Ｓ６１０に移行し、通信
部にて、着座状態検出装置６６から送信された着座姿勢異常信号が受信されたか否かを判
断する。
【０１１３】
　そして、着座姿勢異常信号が受信されていなければ、Ｓ６３０に移行し、逆に、着座姿
勢異常信号が受信されていれば、Ｓ６２０にて、その信号に含まれている受信データ、つ
まり、座席７６の着座部４及び背凭れ部６での画像データと、座席番号とを、記憶装置８
６に記憶した後、Ｓ６３０に移行する。
【０１１４】
　Ｓ６３０では、記憶装置８６に記憶されている受信データに基づき、着座状態検出装置
６６にて着座姿勢が異常と判断された座席の一覧を表示装置８４に表示し、続くＳ６４０
にて、運転者が入力装置８２を操作することにより、表示装置８４に表示された座席の一
覧の中から画像を確認したい座席を選択して画像確認指令を入力したか否かを判断する。
【０１１５】
　そして、画像確認指令が入力されていなければ、Ｓ６１０に移行することにより、上述
したＳ６１０～Ｓ６４０の一連の処理を再度実行し、画像確認指令が入力されていれば、
Ｓ６５０にて、座席画像表示処理を起動した後、Ｓ６１０に移行する。
【０１１６】
　次に、Ｓ６５０にて起動される座席画像表示処理は、監視装置８０の制御装置８８（詳
しくはＣＰＵ９０）にて、着座姿勢監視処理と並列に実行される処理であり、この処理が
起動されると、Ｓ６６０にて、確認対象となる座席の画像データ（画像データが複数ある
場合には最新の画像データ）を記憶装置８６から読み出し、Ｓ６７０にて、その読み出し
た画像データに基づき、表示装置８４に、確認対象となる座席の着座部４及び背凭れ部６
から見た乗員の画像を表示する。
【０１１７】
　そして、続くＳ６８０では、運転者から表示終了指令が入力されたか否かを判断し、表
示終了指令が入力されていなければ再度Ｓ６６０に移行して、再度、確認対象となる座席
の画像表示を行い、運転者から表示終了指令が入力されていれば、当該座席画像表示処理
を終了する。
【０１１８】
　このように、本実施形態の乗員監視システムによれば、運転者が監視装置８０の入力装
置８２を操作して着座姿勢監視指令を入力すれば、監視装置８０が、乗客が着座している
着座座席の着座状態検出装置６６に対し、着座姿勢判定指令を送信し、着座座席の着座状
態検出装置６６が乗客の着座姿勢を監視する。
【０１１９】
　また、着座状態検出装置６６は、乗客の着座姿勢が所定時間以上異常であれば、その旨
を表す着座姿勢異常信号を監視装置８０に送信し、監視装置８０側では、その信号に基づ
き、着座姿勢が異常と判断された座席の一覧を表示装置８４に表示する。
【０１２０】
　このため、運転者は、表示装置８４の表示画像から、乗客が正しく着座していない座席
を認識し、必要に応じて乗客に対し注意を促すことができる。
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　また、特に、本実施形態では、乗客の着座姿勢が異常な座席の一覧を確認してから、運
転者が、所望の座席の画像表示を要求すれば、その座席の第１アンテナ１２及び第２アン
テナ１４により座席の着座部４及び背凭れ部６から撮像した乗員の画像を表示装置８４に
表示される。このため、運転者は、乗客に注意を促す前に、その表示画像を見て、乗員の
着座姿勢が異常か否かを自身の目で確認することができる。
【０１２１】
　なお、運転者は、監視装置８０に画像確認指令を入力して、所望の座席で乗客の着座状
態を撮像した画像を確認した際、着座状態が異常であれば、座席画像表示処理を継続して
実行させることにより、その座席の着座状態検出装置６６から送信されてくる画像データ
によって表示画像を更新させて、着座状態の変化を監視することができる。また、運転者
は、画像を確認した結果、乗客の着座状態は問題ないと判断した際には、その座席を指定
して記憶装置８６に記憶された受信データを削除することもできる。
【０１２２】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にて種々の態様をとることができる。
　例えば、上記実施形態では、複数のアンテナ装置（１２、１４、１６）を座席２又は７
６の異なる箇所（着座部４、背凭れ部６、ヘッドレスト８等）に設けることで、乗員の着
座姿勢や体格等を認識するものとして説明したが、第１アンテナ１２若しくは第２アンテ
ナ１４だけを着座部４又は背凭れ部６に設けるようにしても、その撮像画像から、乗員の
着座姿勢を認識することはできる。
【０１２３】
　また、上記実施形態では、アンテナ装置（１２、１４、１６）は、可撓性の基板にアン
テナ素子１０を２次元配置した平面アンテナとし、これを座席２の内部に設けるものとし
て説明したが、例えば、硬質の平面アンテナを座席２の横のボデー（ドア等）に配置し、
座席２の横から乗員を撮像して、乗員の姿勢を認識するようにしてもよく、あるいは、車
両の天井やピラーにアンテナを設けて、座席２の上方若しくは斜め前方から乗員を撮像し
て、乗員の姿勢を認識するようにしてもよい。
【０１２４】
　なお、このように車両の天井やピラーにアンテナを設ける場合、アンテナと乗員との間
の距離が長くなるので、各アンテナ素子の手前に誘電体レンズを設けるか、あるいは、各
アンテナ素子の後方にパラボラ反射鏡を設けることで、各アンテナ素子のビーム幅を狭く
して、アンテナ利得を増加させるようにするとよい。
【０１２５】
　また、上記実施形態では、複数のアンテナ素子１０からの受信信号を、セレクタ４４を
介して検波器４５に入力することで、検波器４５の数を一つにしているが、ＩＣ６０内で
、各アンテナ素子１０のＢＰＦ４３の後段に、それぞれ、検波器４５を設け、各検波器４
５から信号処理部４６に検出信号（検波電圧）を出力するようにしてもよい。そして、こ
のようにすれば、セレクタ４４が不要となる。また、この場合、アンテナ基板に切換信号
伝送用の切換信号ライン５８を設ける必要がないので、アンテナ装置（１２、１４、１６
）の設計が簡単になる。
【０１２６】
　また、例えば、各アンテナ素子１０に接続されるＩＣ６０をセレクタ４４だけで構成し
、セレクタ４４を介して選択的に出力された一つの受信信号をＬＮＡ４２、ＢＰＦ４４を
介して検波器４５に入力するようにしてもよい。そして、このようにすれば、一つのアン
テナ装置（１２、１４、１６）に対して、ＬＮＡ４２、ＢＰＦ４４、検波器４５を一つだ
け設ければよく、回路構成を簡素化することができる。
【０１２７】
　また次に、上記実施形態では、各アンテナ１２、１４、１６内に温度センサ４８を設け
るものとして説明したが、車室内に温度センサを設け、その温度センサにより検出された
車室内の温度に基づき、各アンテナ１２、１４、１６を介して得られた画像データを補正
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するようにしてもよい。
【０１２８】
　また、上記実施形態では、本発明を自動車に適用したものについて説明したが、本発明
は、移動体であれば、飛行機や列車、船舶等でも上記実施形態と同様に適用することがで
きる。
【符号の説明】
【０１２９】
　２…座席、４…着座部、６…背凭れ部、８…ヘッドレスト、１０…アンテナ素子、１０
ａ…スルーホール、１２…第１アンテナ、１４…第２アンテナ、１６…第３アンテナ、２
０…姿勢判定装置、２２，９０…ＣＰＵ、２４，９２…ＲＯＭ、２６，９４…ＲＡＭ、２
８…アンテナ制御部、３０…入力部、３２…画像メモリ、３４，９６…通信部、４２…Ｌ
ＮＡ、４３…ＢＰＦ、４４…セレクタ、４５…検波器、４６…信号処理部、４８…温度セ
ンサ、５０…多層基板、５２…接地面、５４…出力ライン、５６…電源ライン、５８…切
換信号ライン、５９…端子部、６０…エアバッグ制御装置、６２…エンジン制御装置、６
４…警報装置、６６…着座状態検出装置、６８…判定装置、７０…チャイルドシート、７
２…バス、７４…運転席、７６…座席、８０…監視装置、８２…入力装置、８４…表示装
置、８６…記憶装置、９８…入・出力部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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